
福井市企業局条件付き一般競争入札実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、福井市企業局会計規程（令和２年福井市公営企業規程第２９号）第９３条

において準用する福井市財務会計規則（昭和３９年福井市規則第１１号。以下「財務会計規則」

という。） に規定するもののほか、福井市企業局において発注する建設コンサルタント業務等

（財務会計規則第９６条第１項に規定する建設コンサルタント業務等をいう。以下同じ。）及び

一般業務（建設コンサルタント業務等を除く。）の委託の契約について、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５の２の規定による入札に参加す

る者に必要な資格を定めて行う一般競争入札（以下「条件付き一般競争入札」という。）の実施に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象案件） 

第２条 条件付き一般競争入札の対象案件は、原則として、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

(1) （削除） 

(2) （削除） 

(3) 設計金額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下同じ。）が５０万円を超える 

建設コンサルタント業務等 

(4) 設計額又は積算額が５０万円を超える一般業務 

(5) （削除) 

 

（入札方法） 

第３条 条件付き一般競争入札は、原則として、福井市電子入札システム（以下「電子入札シス

テム」という。）によるものとし、その旨を財務会計規則第９０条第１項及び第２項の規定に

よる公告（以下「公告」という。）において明らかにするものとする。 

 

（入札公告の方法） 

第４条 公告は原則として、入札情報サービスシステムを利用して一般の閲覧に供する方法によ

り行うものとする。 

 

（入札の公告事項） 

第５条 財務会計規則第９０条第３項各号に掲げる公告事項のうち、次の各号に掲げる事項につい

ては、当該各号に定める事項を公告するものとする。 

(1) 財務会計規則第９０条第３項第２号に掲げる入札保証金及び契約保証金に関する事項 

ア 財務会計規則第９１条から第９３条に規定する入札保証金を納付しなければならないこ

と。 

イ 財務会計規則第１１２条から第１１３条に規定する契約保証金を納付しなければならな

いこと。 



(2) 財務会計規則第９０条第３項第３号に掲げる一般競争入札に参加するのに必要な資格（以

下「入札参加資格」という。）に関する事項 

ア 確認申請書等（第７条第１項に規定する確認申請書等をいう。以下この号において同じ。）

を提出する時点において、建設工事等の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等（平

成６年福井市告示第４０号。以下「告示」という。）又は福井市業務委託競争入札参加資

格等に関する要綱の規定に基づき、福井市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」

という。）に登録されている者（第６条において「有資格者」という。）であること。 

イ 確認申請書等を提出する時点において、令第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと（共同企業体にあっては、構成員の全て）。 

ウ 確認申請書等を提出する時点において、福井市建設工事等請負契約に係る指名停止等措

置要領又は福井市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止又は

指名除外（以下「指名停止等」という。）の期間中でないこと。 

エ 役員（役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している者を含む。

以下この号において同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この号におい

て同じ。）でないこと又は役員が暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。）もしくは

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと（共同企

業体にあっては、構成員の全て）。 

オ 条件付き一般競争入札に付する建設コンサルタント業務等及び一般業務を的確かつ円滑

に施行若しくは履行できる者であること。 

カ 確認申請書等を提出する時点において、当該条件付き一般競争入札に参加しようとする

他の者（その者が共同企業体の場合にあっては、構成員の全て）との間に、次のいずれか

に該当する資本的関係又は人的関係がない者であること（共同企業体の場合にあっては、

構成員の全て）。 

(ｱ) 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号の親会社をいう。以下同

じ。）と子会社（会社法第２条第３号の子会社をいう。以下同じ。）の関係（個人事

業主又は会社の役員が他の会社の議決権総数の過半数を所有する場合における、当該

個人事業者又は当該役員に係る会社との関係を含む。） 

(ｲ) 親会社（個人事業主又は会社の役員が議決権総数の過半数を所有する場合における、

当該個人事業者又は当該役員に係る会社を含む。）を同じくする子会社同士の関係 

(ｳ) 一方の会社の役員（個人事業主を含む。）が他方の会社の役員を現に兼ねている関係 

(ｴ) 一方の会社の役員（個人事業主を含む。）が他方の会社の管財人（会社更生法第６７

条第 1 項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人をいう。）を

現に兼ねている関係 

キ 当該入札において、事業協同組合（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

第３条又は中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条に規定

する組合又は団体をいう。）として参加する場合は、その組合員又は会員ではないこと。 

ク （削除） 

ケ 条件付き一般競争入札に付する建設コンサルタント業務等に管理技術者及び照査技術者

を適切に配置できる者であること。 

コ その他必要であると認める資格を有する者であること。 



(3) 財務会計規則第９０条第３項第４号に掲げる入札の無効に関する事項 

ア 財務会計規則第１００条各号のいずれかに該当する入札 

イ 入札参加資格がある旨の確認通知を受けていない者が行った入札 

ウ 確認申請書等に虚偽の記載をして入札参加資格の確認を受けた者が行った入札 

エ （削除） 

オ 入札参加資格がある旨の確認を受けてから開札の時までに第２号アからコまでに掲げる

入札参加資格のいずれかを欠くに至った者が行った入札 

カ 電子入札心得、福井市企業局電子入札運用基準その他あらかじめ公告等において示した

条件に違反している者が行った入札 

キ 次条第２項の規定による設計図書等の閲覧をしなかった者又は入札執行者が閲覧したこ

とを確認することができなかった者が行った入札 

ク 第１２条第１項に規定する内訳書の提出を行わなかった者（同条第２項の規定により提

出を求められなかった場合を除く。）又は提出された内訳書が同条第３項各号に掲げる要

件を満たしていると認められない者が行った入札 

ケ その他条件付き一般競争入札に参加するのにふさわしくないと認められる者が行った入

札 

 

（設計図書等の閲覧等） 

第６条 入札執行者は、公告の日から入札書の受付期間が開始する日の前日まで、当該条件付き

一般競争入札に係る建設コンサルタント業務等及び一般業務の設計図書及び設計図面の全部の

写し又は仕様書（以下「設計図書等」という。）を、入札情報サービスシステムを利用して有資

格者の閲覧に供するものとする。 

２ 条件付き一般競争入札に参加しようとする有資格者（共同企業体の場合にあっては、構成員

の代表者）は、前項に規定する閲覧の期間中に、原則として、入札情報サービスシステムを利

用して設計図書等を閲覧しなければならない。 

３ 設計図書等を閲覧した有資格者は、入札執行者に対し、原則として、第１項に規定する設計

図書等の閲覧を開始した日の翌日から入札書の受付期間が開始する日の３日前（福井市の休日

を定める条例（平成元年福井市条例第４８号）第１条に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く。）までの日の間に限り、当該設計図書等の内容に関し質問をすることができる。 

４ 前項の質問は、入札執行者に対し、質問事項を記載した書面を提出することにより行わなけ

ればならない。 

５ 入札執行者は、前２項の規定による質問があったときは、速やかに、当該質問を行った者に

対し、書面により回答するとともに、当該質問及び回答の内容を入札情報サービスシステムを

利用して有資格者の閲覧に供するものとする。 

６ 前項の閲覧は、入札期間が開始する日の前日まで行うものとする。 

 

（確認申請書等の提出等） 

第７条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札参

加資格確認申請書及び入札参加資格の有無の確認のためにあらかじめ公告等で示した資料（以

下「確認申請書等」という。）を提出しなければならない。 

２ 確認申請書等の提出期限は、原則として、第４条に規定する公告において指定する日時までと



する。 

３ 確認申請書等の提出は、電子入札システムを利用して行わなければならない。 

４ （削除） 

５ 前項の入札参加資格確認資料の提出後は、撤回、内容の修正又は再提出をすることができな

い。 

 

（入札参加資格の有無の通知） 

第８条 入札担当者は、第７条第２項に規定する確認申請書等の提出期限の日の翌日（休日に当

たる場合は休日の翌日）までに、入札参加資格の有無を、入札参加資格確認通知書（別記様式

第５号）により、確認申請書等を提出した者に通知するものとする。 

２ 入札担当者は、入札参加資格の有無の確認のために必要があると認めるときは、確認申請書

等を提出した者に、資料の提出、説明その他必要な指示を行うことができる。 

３ 確認申請書等を提出した者が第２項の規定による指示に従わないときは、入札参加資格がな

いものとする。 

４ 第１項の規定による通知（次条及び第１０条において「確認通知」という。）は、電子入札シ

ステムを使用して行うものとする。 

 

（入札参加資格がない旨の通知を受けた者に対する理由の説明） 

第９条 入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、入札担当者に対し、書面により、入札

参加資格がないとされた理由の開示を求めることができる。 

２ 前項の書面の提出期限は、確認通知を受けた日から起算して５日以内（休日を除く。）とする。 

３ 入札担当者は、前項の規定による書面の提出があったときは、書面の提出された日の翌日から

起算して１０日以内（休日を除く。）に、当該書面を提出した者に対し、書面により回答するも

のとする。 

４ 第１項に規定する書面の提出は、当該入札手続きの執行を妨げないものとする。 

 

（入札の辞退） 

第１０条 入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者は、入札書を提出するまでの間は、入札

を辞退することができる。 

２ 入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者が次条に規定する入札期間内に入札書を提出し

なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 

３ 前２項の規定により入札を辞退した者は、入札を辞退したことのみを理由として、以後の入

札等について不利益な取扱いを受けないものとする。 

 

（入札書の受付） 

第１１条 入札書の受付期間は、原則として、開札日の前々日及び前日の２日間（休日を除く。）

とし、それぞれの日の受付時間は、前々日にあっては午前８時３０分から午後５時まで、前日

にあっては午前８時３０分から午後４時までとする。 

 

（内訳書の提出） 

第１２条 入札執行者は、入札参加者に対し、指定した日時及び方法により、内訳書の提出を求



めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、入札執行者が内訳書の提出の必要がないと認めた場合は、内訳書

の提出を求めないことができる。 

３ 入札参加者が提出しなければならない内訳書は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 入札参加者が当該入札において提出する入札書の金額と一致するものであること。 

(2) （削除） 

(3) 内訳明細表及び代価表が添付されていること（入札執行者から特に指示があった場合に限

る。）。 

４ 前３項に規定するもののほか、内訳書に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（開札の方法） 

第１３条 入札執行者は、公告で指定した開札日時及び開札場所において、当該入札の開札を行う

ものとする。 

２ 入札執行者は、開札の直前に予定価格及び最低制限価格（総合評価方式を適用する請負等に

係る競争入札にあっては、予定価格、調査基準価格及び失格基準価格）を設定するものとする。

ただし、一般業務における予定価格については、別に定める方法により設定するものとする。 

 

（落札者の決定） 

第１４条 入札執行者は、開札を行ったときは、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもっ

て入札した者を落札者と決定するものとする。 

２ 前項の場合において、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、電子くじ

引きを実施して落札者を決定するものとする。 

３ 入札執行者は、第１項の規定にかかわらず、最低制限価格制度を適用する場合は、別に定める

ところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって

入札した者以外の者を契約の相手方とすることができるものとする。 

４ 入札執行者は、落札者を決定したときは、落札を確認した上で、電子入札システム上で署名

をし、落札決定通知書により入札参加者に通知するものとする。 

５ 落札者決定は、前項の規定による通知が当該落札者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルへの記録がされた時に、その効力を生ずるものとする。 

 

（再度の入札の実施） 

第１５条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での価格による入札がないときは、１回に限り、再

度の入札を行うことができるものとする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格以

上の価格で、かつ予定価格の制限の範囲内での価格による入札がないときに、１回に限り、再度

の入札を行うことができるものとする。 

２ 前項の再度の入札の受付期間は、原則として、入札参加者に対し再度の入札を行う旨の通知

を発出した時から３０分を経過する時までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、入札参加者全員の再度の入札書が提出されたときは、入札執行者

は、直ちに入札書の受付を締め切るものとする。 

４ 入札執行者は、第２項又は前項に規定する入札書の受付期間が終了したときは、遅滞なく開



札を行うものとする。 

５ 前条の規定は、第１項の再度の入札に準用する。 

６ 再度の入札を行ってもなお落札者がないときは、入札執行者は、不落随契（令第１６７条の

２第８号に規定する随意契約をいう。以下同じ。）を行うことができるものとする。 

 

（入札の取りやめ） 

第１６条 入札執行者は、不正な行為等が発覚した場合又はその他やむをえない事由が生じた場

合は、入札を取りやめることができるものとし、その場合は福井市企業局のホームページに掲

載する方法により周知するものとする。加えて、入札参加者に対し入札の取りやめの通知をす

るものとする。 

２ 前項の規定により、入札の取りやめによって損害が生じた場合は、福井市企業局は一切の賠

償の責を負わない。 

 

（入札結果の公表） 

第１７条 入札執行者は、落札者を決定したときは、速やかに、入札結果を入札情報サービスシ

ステムを利用して一般の閲覧に供するものとする。 

２ 前項の規定により閲覧に供する入札結果には、落札者及び落札決定の日を表示するものとす

る。 

３ 前項に規定するもののほか、入札を無効又は失格とされた者がいるときは、入札を無効又は

失格としたこと及びその理由を表示するものとする。 

 

（その他） 

第１８条 この要領に定めのない事項については、企業管理者が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 



この要領は、令和５年４月１日から施行する。 



 
様式第１号 …電子入札による場合はシステムの様式による。 
 

 

入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 
 
 
 
 

年 月 日 
 
 
 

福井市企業管理者 ○○ ○○ 様 
 
 
  
 
                   所 在 地  

 

 商号又は名称 
 

代表者氏名 ㊞ 
 
 
 
 
 

○○○○年○月○○日付けで入札公告のありました○○○○○○○○○○○工事（業務

委託）に係る入札に参加する資格の確認を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。 

なお、添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
 
 
 
 

記 
 
 

１ 資本的関係又は人的関係に関する申告書（様式第４号） 
 
 

２  上記案件に係る入札公告で定められた入札参加者に必要な資格等を証する書類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
申請内容に 関する照会先 

商号又は名称：                 

担 当 部 署：                 

担 当 者：                 

電 話 番 号：                 

F A X 番 号：                 

 



様式第１号の２…電子入札による場合はシステムの様式による。 
 
 

入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 
 
 
 
 

年 月 日 
 
 
 
 

福井市企業管理者 ○○ ○○ 様 
 
 
  
 
                   所 在 地  

 
 商号又は名称 

 
代表者氏名 ㊞ 

 
 
 
 
 

○○○○年○月○○日付けで入札公告のありました○○○○○○○○○○○○○○○に

係る入札に参加する資格の確認を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。 

なお、添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
 
  １  資本的関係又は人的関係に関する申告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請内容に 関する照会先 

商号又は名称：                 

担 当 部 署：                 

担 当 者：                 

電 話 番 号：                 

F A X 番 号：                 

 



様式第２号 

類似工事の施工実績 
会社名             工事名               

 

類 

似 

工 

事 

名 

称 

等 

工 事 名 称  

発注機関名  

施 工 場 所 
(都道府県名・市町村名) 

 

契 約 金 額  

工   期  年 月 日  ～   年 月 日 

受注形態等 
単体・JV（出資比率） 

 

類 
似 

工 

事 

概 

要 

（構造･延べ面積等を記す） 

 注  コリンズ工事カルテ、契約書の写し等工事の施工実績が判断できる資料を添付する

こと。但し、工期・設計金額等に変更が有る場合は、変更内容が確認できる資料を添

付すること。 
    共同企業体の代表者としての実績を提出する場合は、協定書の写し等出資比率の分

るものを添付すること。 



様式第２号の２ 
類似業務の実績調書 

会社名             業務名               
 

類 

似 

業 

務 

名 

称 

業 務 名 称  

発注機関名  

業 務 場 所   

(都道府県名・市町村名) 
 

契 約 金 額  

期 間  年 月 日  ～   年 月 日 

受注形態等 
単体・JV（出資比率） 

 

類 
似 

業 

務 

概 

要 

 

 注  テクリスカルテ、契約書の写し等の業務実績が判断できる資料を添付すること。 
    共同企業体の代表者としての実績を提出する場合は、協定書の写し等出資比率の分

るものを添付すること。 
 

  



様式第３号 

 

一般競争入札用 

配置予定技術者調書（建設工事） 

配置予定の監理技術者等の資格、経歴、経験等 
 

 監理技術者等 監理技術者等 

会 社 名 
（JVの場合は構成員名） 

  

氏       名 
 
 

 

最 終 学 歴 
  

 
法令による免許 

種類 

取得年 

登録番号 

  

工 事 名 

 

  

  
 注１ 監理技術者及び主任技術者を記入すること。 
 注２ 現場代理人及び監理技術者等は、同一人が兼ねることができる。 
 注３ 資格証明書、雇用関係のわかるもの（健康保険証の写し等）を添付すること。 
 注４ 入札参加申請日において他の工事の現場代理人や監理技術者等と重複しているなど、審

査基準日においては当工事と兼務不可能な者をもって申請する場合には、別紙誓約書、

並びに当工事の契約締結日までに重複関係が解消できることを証明する書類を提出す

ること。（当工事の契約締結日までに、重複する工事が確実に検査終了することが確

認できる書類等） 
 

 

  



様式第３号の２ 

        
一般競争入札用 

配置予定技術者調書（建設コンサルタント業務等） 

配置予定の管理技術者等の資格、経歴、経験等 
                                  

会社名  

業務名  

配置技術者 管理技術者 照査技術者 

氏     名   

生 年 月 日 年   月    日 年   月    日 

最 終 学 歴 
（学校・学科） 年 月 日卒 年 月 日卒 

入 社 日 年   月    日 年   月    日 

 
資 格 
種 類 

取 得 年 
登 録 番 号 

 

 
 
 
 
 
 

 

実 
績 
業 
務 
概 
要 

業 務 名 
  

発注機関名 
  

施 工 場 所  
 

契 約 金 額 
  

工 期  年 月 日 ～ 年 月 日  年 月 日 ～ 年 月 日 

従 事 役 職      
 
 

業 
務 
内 
容 

   

   

   

   

  注 ＊ 管理技術者と照査技術者は兼ねることができない。 

     ＊ 資格証明書等を添付すること。 

＊ 同種業務での配置実績を入札参加資格条件とされている場合には、実績業務概要欄

に記入し、テクリス・契約書等実績を確認できる書面を添付すること。 
(資格のみを条件とする場合は不要) 



別紙 

 年 月 日 

 

福井市企業管理者 様 

 

                     所 在 地 

                     商号又は名称 

                     代表者職氏名           印 

 

 

配置予定技術者誓約書 

 

                   

 

（※工事名及び地係を記入）                      の入札

参加申請を行うにあたり、配置予定技術者調書により申請した （※申請している役職

名（現場代理人、監理技術者等）及び氏名を記入  につきまして、入札参加申請日に

おいて （※他の工事の監理技術者等、兼任できないものを記入） になっております

が、当工事の契約締結日にはその任を離れ （※申請している役職名（現場代理人、監

理技術者等）を記入  としての職務に支障がないことを申し上げます。 

なお、当工事の契約締結日において適切に配置できない場合は、当工事の契約の締結

を辞退するとともに、そのことを理由とする指名停止等の措置を受けても異議はないこ

とを誓約します。 

 

 

 

 

 

  



様式第４号  
資本的関係又は人的関係に関する申告書 

 
 年 月 日 

 
案件名              

 
所 在 地 

申 告 者 商号又は名称 

（入札参加者） 代 表 者 氏 名 ㊞ 
 
 

条件付一般競争入札実施要領（以下「要領」という。）第５条第２号カに掲げる資本的関係又は人的関係 の

ある者について、別紙記入上の注意事項に留意の上、次のとおり申告します。 
 

 
記 

 
 
１ 要領第５条第２号カ（ア）に掲げる資本的関係のある他の入札参加資格者 

① 親会社の関係にある他の入札参加資格者は、次のとおりです。 
 

商号又は名称 所在地 代表者氏名 

   
 

② 子会社の関係にある他の入札参加資格者は、次のとおりです。 
 

商号又は名称 所在地 代表者氏名 

   
   

 
２ 要領第５条第２号カ（イ）に掲げる資本的関係のある他の入札参加資格者 

① 親会社を同じくする子会社同士の関係にある他の入札参加資格者は、次のとおりです。 
 

商号又は名称 所在地 代表者氏名 

   
   

 
３ 要領第５条第２号カ（ウ）又は（エ）に掲げる人的関係のある他の入札参加資格者※３

 

役員等を兼任している他の入札参加資格者は、次のとおりです。 
 

当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職 

役職 氏名 商号又は名称 所在市町村名 役職 

     
     
     

 
（備考） 

・ 記入の対象となるのは、福井市の競争入札参加資格者名簿に登載されている者に限ります。 

・ 入札参加者が共同企業体の場合は、構成員ごとに作成してください。 

・ 記載事項の真偽を確認するため、会社法（平成１７年法律第８６号）第１２１条に規定する株主名簿の写 

しその他関係資料の提出を求めることがあります。 

・ 記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加して用いること。 

・ 該当のない事項については、その欄に「該当なし」と記載すること。又、空欄の場合は「該当なし」と 

して取扱います。 

・ この申告書に記載された事項が事実と相違することが明らかとなった場合には、福井市建設工事等請負契

約に係る指名停止等措置要領又は福井市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止

等の措置を行うことがあります。 



（別紙） 記入上の注意事項 

 
Ⅰ １の①及び②に規定する「親会社」又は「子会社」の関係にある者とは、次のような場合をいいます。 

⑴ 一方の会社Ａ※１、※２が他方の会社Ｂの議決権総数の過半数を所有している関係 

（Ａ社とＢ社は、同一の入札に参加できません。） 
 

Ａ社（親会社） Ｂ社は、Ａ社の子会社の関係にある者に該当します。 

（Ａ社は、１の②の欄にＢ社に関する事項を記入してください。） 
 

Ａ社がＢ社の議決権の過半数を所有 

 
Ｂ社（子会社） Ａ社は、Ｂ社の親会社の関係にある者に該当します。 

（Ｂ社は、１の①の欄にＡ社に関する事項を記入してください。） 
 

※１ Ａが個人事業者である場合は、その個人事業主を含みます。 

※２ Ａ社の役員がＢ社の議決権総数の過半数（複数の役員で所有している場合には、その合計が過半数となると

きを含みます。）を所有している場合を含みます。 
 
 
 

⑵ 一方の会社Ａが、⑴の子会社の関係にあるＢ社が所有する議決権の総数と合わせて、他方の会社Ｃの議決 

権の総数の過半数を所有している関係（Ａ社、Ｂ社及びＣ社は、同一の入札に参加できません。） 
 

Ａ社（親会社） Ｂ社及びＣ社は、Ａ社の子会社の関係にある者に該当します。 

（Ａ社は、１の②の欄にＢ社及びＣ社に関する事項を記入してください。） 
 

Ａ社は、Ｂ社の議決権の過半数を所有 
 
 

Ｂ社（子会社） Ａ社は、Ｂ社の親会社の関係にある者に該当します。 

（Ｂ社は、１の①の欄にＡ社に関する事項を記入してください。） 
 

Ａ社は、Ｂ社と合わせてＣ社の議決権の過半数を所有 
 
 

Ｃ社（子会社） Ａ社は、Ｃ社の親会社の関係にある者に該当します。 

（Ｃ社は、１の①の欄にＡ社に関する事項を記入してください。） 
 
 
 
Ⅱ ２の①に規定する「親会社を同じくする子会社同士の関係」とは、次のような場合をいいます。  

Ｂ社の議決権総数の過半数を所有している会社とＣ社の議決権総数の過半数を所有している会社がいずれも 

Ａ社※３である場合におけるＢ社とＣ社の関係（Ｂ社及びＣ社は、同一の入札に参加できません。） 
 

 
Ａ社（親会社）  

Ａ社は、Ｂ社の議決権総数の過半数を所有 
 
 

Ａ社は、Ｃ社の議決権総数の過半数を所有 
 
 

Ｂ社（子会社） Ｃ社（子会社） Ｂ社とＣ社は、親会社を同じくする子会社同士の関係にあ 

る者に該当します。 

（Ｂ社及びＣ社は、２の①の欄に、それぞれＣ社又は Ｂ

社に関する事項を記入してください。） 
 

※３ 市の競争入札参加資格の有無、建設業許可の有無及び法人格の有無を問いません。 



 

Ｂ特定建設共同企業体 

 
代表者：ｃ社 

 
構成員：ｄ社 

 

Ｃ経常建設共同企業体 
 

代表者：e 社 

 
構成員：f 社 

Ｄ経常建設共同企業体 
 

代表者：g 社 

 
構成員：h 社 

Ⅲ  ３に規定する「人的関係」のある者とは、次のような場合をいいます。 

 
役員等※４兼任 

Ａ社  Ｂ社 
 
 

※４ 「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。 

      ア 会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 

イ 取締役（社外取締役を含み、委員会設置会社の取締役を除く。常勤又は非常勤を問わない。）  

ウ 会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人 

エ 委員会設置会社における執行役又は代表執行役 

オ 一方が個人事業者である場合は、その個人事業主 
（監査役、会計参与及び執行役員は、役員等に該当しません。） 

 
Ⅳ  入札参加者が共同企業体である場合の適用について 

⑴ 矢印で結ばれた２社の間に、資本的関係又は人的関係がある場合には、同一の入札への参加が認められ 

ません。 

①特定建設工事共同企業体の場合 
 
 

Ａ特定建設共同企業体 

 
代表者：ａ社 

 
構成員：ｂ社 

 

 
 

②経常建設工事共同企業体の場合 
 
 
 
 
 
 

Ｉ社（単体） 
 
 
 
 
 
 

⑵ 矢印で結ばれた２社の間に資本的関係又は人的関係があっても、同一の入札への参加は制限されません。 
 

Ｊ共同企業体 

 
代表者：k 社 

 
構成員：l 社 

   
 
 
 
 



 
様式第５号 

 

企 業 Ｉ Ｄ ： 

企 業 名 称 ： 

代表者氏名 ： 

○○年○月○日 

 

 

福井市企業管理者 

 

 
 

入札参加資格確認通知書 
 
 

      先に申請のあった下記の調達案件に係る入札参加資格結果を、下記の通り通知します。  

 

 

記 

 

通知書番号： 

公告日： 

調達案件番号： 

調達案件名称： 

 

 

入札開始日時： 

入札書提出締切日時： 

内訳書開封日時： 

開札日時： 

設計額（税抜き）： 

入札参加資格の有無：   

その他： 

 

 

 

 

内訳書の提出：   

 
 


